
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者（商業・サービス業は５人以下、製造業その他は２０人以

下）が販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する制度で、広告宣伝やウェブサイト構築、店舗改装、設

備導入など幅広い経費が対象となります。

◆令和６年度補正予算による持続化補助金

本補助金の一般型（通常枠・災害支援枠）、創業型、共同・協業型の申請受付が開始されています。

◎通常枠……小規模事業者等が経営計画を策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路

開拓等が対象となり、補助上限は５０万円、補助率は２／３です。なお、インボイス特例（免税事業者か

らインボイス発行事業者に転換）の適用で上限を５０万円上乗せします。また、賃金引上げ特例（事業場

内最低賃金を５０円以上引上げ）の適用で１５０万円上乗せし、赤字事業者は補助率が３／４になります。

◎災害支援枠……令和６年の能登半島地震及び奥能登豪雨の被災事業者が経営計画を策定し、商工会・商

工会議所の支援を受けながら取り組む事業再建が対象となり、補助上限２００万円（間接被害は１００万

円）、補助率２／３（一定の場合は定額）です。

◎創業型……産競法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者が

経営計画を策定し、 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等が対象となり、補助上

限２００万円（インボイス特例の適用で５０万円上乗せ）、補助率２／３です。

◎共同・協業型……地域振興等機関が１０以上の参画事業者を集めて販路開拓を支援する取組が対象とな

り、補助上限５千万円、補助率２／３又は定額です。
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源泉所得税の納期特例を受けている場合、1

月-6月分の源泉税の納期限は7月10日(木）

です。

また社会保険関係では算定基礎届の提出、

令和7年度労働保険料等の申告・納期限も同

じく7月10日(木)となっています。

販路開拓等を支援する持続化補助金

住民税通知書に記載された控除額を確認

個人住民税は、前年の所得金額に基づいて税額が算出され、毎年５～６月に住民税決定通知書が届きま

す。

令和６年中に行ったふるさと納税について、確定申告をした方は令和６年分の所得税と令和７年度分の

住民税から控除され、ワンストップ特例制度（確定申告をしなくても控除が受けられる制度）を利用した

方は所得税控除分を含めた全額が令和７年度分の住民税から控除されます。

そのため、ふるさと納税を行った方は住民税が減額される形で控除されていますので、住民税決定通知

書に記載されている税額控除額に間違いがないかを確認しましょう。



発行元 ㈲ユービーシー経営 河野会計事務所

〒755-0036 宇部市北琴芝１-６-１０

TEL：0836-33-6717 FAX：0836-33-675３

MAIL: info@ubc-net.com

URL:  https://www.ubc-net.com

令和７年に入居した場合の住宅ローン減税

令和７年度税制改正により、住宅ローン減税は

子育て世帯等に対する優遇措置等が引き続き実施

されることになりました。

◆子育て世帯等は借入限度額を上乗せ

住宅ローン減税は、個人が住宅ローンを利用し

て住宅の新築・取得又は増改築等をして一定の条

件を満たす場合は、各年末のローン残高の０．

７％を最大１３年間（既存住宅等の場合は１０年

間）、所得税額等から控除できる制度です。

控除の対象となるローン残高には限度額があり、

新築住宅・買取再販住宅の場合は環境性能等に応

じて、認定住宅（長期優良住宅・低炭素住宅）の

場合は４５００万円、ＺＥＨ水準省エネ住宅の場

合は３５００万円、省エネ基準適合住宅の場合は

３０００万円が限度額となっています。

ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯に該当する

方が新築住宅等に令和７年入居する場合は、昨年

に引き続き限度額の上乗せ措置があり、認定住宅

は５０００万円、ＺＥＨ水準省エネ住宅は４５０

０万円、省エネ基準適合住宅は４０００万円とな

ります。

◆子育て世帯・若者夫婦世帯とは

上記の上乗せ措置の対象となる子育て世帯・若

者夫婦世帯とは、①「１９歳未満の扶養親族を有

する世帯」、又は②「夫婦のいずれかが４０歳未

満の世帯」をいい、①又は②に該当するか否かは

令和７年１２月末時点（扶養親族又は配偶者が年

の中途に亡くなった場合はその時点）の現況で判

断します。

なお、合計所得金額１千万円以下の場合に新築

住宅の床面積要件を４０㎡以上に緩和する措置に

ついても令和７年１２月末まで期限が延長されて

います。

住所等変更登記の義務化とスマート変更登記

「所有者不明土地」の問題に対応するため、相続

登記（相続による所有権の移転登記）の義務化に続

いて、令和８年４月から住所等の変更登記も義務化

されるとともに「スマート変更登記」が始まります。

◆来年４月からの住所等変更登記の義務化

令和６年４月から、相続等によって不動産（土

地・建物）を取得した相続人は「その不動産を取得

したことを知った日から３年以内」に相続登記の申

請をすることが義務付けられました。

令和８年４月からは、不動産の所有者（登記名義

人）が所有権の登記後、氏名や住所（法人の場合は

名称や住所）に変更があった場合、「その変更日か

ら２年以内」に変更登記の申請をすることが義務付

けられます（令和８年４月前に変更があった場合も

対象となり、令和１０年３月までに変更登記が必

要）。

正当な理由なく変更登記の申請義務を怠った場合

は、５万円以下の過料の適用対象となります。

◆4月２１日から申出できるスマート変更登記

住所等変更登記の義務化とともに負担軽減策とし

て、事前に手続きを行うことで所有者が変更登記の

申請をしなくても、法務局が定期的に住基ネット情

報から住所等の変更の有無を確認し、本人の了解を

得た上で職権により変更登記を行う「スマート変更

登記」も開始されました。

個人がスマート変更登記を利用する場合は、所有

者の氏名・住所のほか、氏名の振り仮名、生年月日

等の「検索用情報」を申し出る必要があり、この申

出の受付が4月２１日から始まりました。

なお、法人の場合は会社法人等番号が登記されて

いればスマート変更登記の対象となります。

今年度からマイナカードの更新が急増

マイナンバーカードには、カード自体とＩＣ

チップに搭載された電子証明書にそれぞれ有効期

限が設けられ、カードは発行日から１０回目（未

成年者は５回目）の誕生日まで、電子証明書は発

行日から５回目の誕生日までとなっています。

今年はカードの交付が開始された平成２８年か

ら１０年目であり、マイナポイント事業が実施さ

れた令和２年から５年が経過するため、更新が必

要となる方が急増します。有効期限を迎える方に

は通知書が届きますので、確認し手続きを行いま

す。
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総合福祉
事業活動計算書各論

サービス活動収益⑥ 就労支援事業（会計区分、共通経費の按分）

１．共通経費の按分処理の考え方

複数の事業間（多機能型事業所として複数事業を行う場合を含む）、福祉事業活動と生産活動間、作

業種別、製造原価と販管費において、共通経費が発生することがあります。共通経費は、合理的な基準

に基づき適正に按分処理をする必要があります。

その按分方法は、一律に定められるものではなく、各法人が事業の実態に応じて按分方法を決定し、

明確かつ適正な賃金・工賃の算出をするための基準として活用します。

継続して採用している共通経費の按分基準を実地指導の際にも提示できるよう「按分基準表」を作成

することが、「就労支援事業会計の運用ガイドライン」で求められています。利益操作を防止する観点

等から、一度採用した按分基準は、継続性の原則にしたがい、合理的な理由がない限りはみだりに変更

してはなりません。

なお、実務上、複数の事業や作業種に跨って生産活動を行う利用者が居て、その工賃等をどう処理す

るかという論点があります。合理的な基準により各事業や作業種に按分計算する方法も考えられますが

、内部外注費と、相対する内部受託売上を発生させて、工賃等相当額を移動させることで、双方で適切

な工賃等を計上する形で対応しているケースが見受けられます。この方法によると、各事業や作業種の

利用者工賃等の目標設定や事業ごとの就労支援事業収益の目標設定が行われるため、収益獲得に努めな

がら工賃等の引き上げを図っていくことが可能です。

２．共通経費の按分基準例

「就労支援事業会計の運用ガイドライン」では、次の按分基準が示されています。



（総合福祉研究会）

２．共通経費の按分基準例（続き）

出典）就労支援事業会計の運用ガイドライン
令和3 年度 厚生労働省障害者総合福祉推進事業就労継続支援事業所における就労支援事業の

評価と会計処理基準に則した適正な運用にかかる調査研究


